
発
行
者
に
よ
る
上
場
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
六
年
大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）

○

改

正

案

現

行

（
公
開
買
付
届
出
書
の
添
付
書
類
）

（
公
開
買
付
届
出
書
の
添
付
書
類
）

第
六
条

法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十

第
六
条

法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十

七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
添
付
書
類
は
、
次
の
各
号

七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
添
付
書
類
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
公
開
買
付
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

に
掲
げ
る
公
開
買
付
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

内
国
会
社

一

内
国
会
社

イ

当
該
公
開
買
付
者
が
金
融
商
品
取
引
業
者
又
は
銀
行
等
と
法
第
二
十
七

イ

当
該
公
開
買
付
者
が
金
融
商
品
取
引
業
者
又
は
銀
行
等
と
法
第
二
十
七

条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
二
第
四

条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
二
第
四

項
に
規
定
す
る
事
務
に
つ
き
締
結
し
た
契
約
の
契
約
書
の
写
し

項
に
規
定
す
る
事
務
に
つ
き
締
結
し
た
契
約
の
契
約
書
の
写
し

ロ

公
開
買
付
者
を
代
理
し
て
公
開
買
付
け
に
よ
る
上
場
株
券
等
に
買
付
け

ロ

公
開
買
付
者
を
代
理
し
て
公
開
買
付
け
に
よ
る
上
場
株
券
等
に
買
付
け

等
を
行
う
者
が
い
る
場
合
に
は
、
代
理
に
つ
き
締
結
し
た
契
約
の
契
約
書

等
を
行
う
者
が
い
る
場
合
に
は
、
代
理
に
つ
き
締
結
し
た
契
約
の
契
約
書

の
写
し

の
写
し

ハ

公
開
買
付
者
の
銀
行
等
へ
の
預
金
の
残
高
そ
の
他
の
公
開
買
付
け
に
要

ハ

公
開
買
付
者
の
銀
行
等
へ
の
預
金
の
残
高
そ
の
他
の
公
開
買
付
け
に
要

す
る
資
金
の
存
在
を
示
す
に
足
る
書
面

す
る
資
金
の
存
在
を
示
す
に
足
る
書
面

ニ

上
場
株
券
等
の
取
得
に
つ
き
他
の
法
令
に
基
づ
く
行
政
庁
の
許
可
、
認

ニ

上
場
株
券
等
の
取
得
に
つ
き
他
の
法
令
に
基
づ
く
行
政
庁
の
許
可
、
認

可
、
承
認
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
許

可
、
承
認
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
許

可
等
」
と
い
う
。
）
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
許
可
等
が
あ
っ
た

可
等
」
と
い
う
。
）
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
許
可
等
が
あ
っ
た

こ
と
を
知
る
に
足
る
書
面
（
当
該
許
可
等
を
既
に
得
て
い
る
場
合
に
限
る

こ
と
を
知
る
に
足
る
書
面
（
当
該
許
可
等
を
既
に
得
て
い
る
場
合
に
限
る

。
）

。
）



ホ

公
開
買
付
開
始
公
告
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ホ

公
開
買
付
開
始
公
告
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

へ

第
二
号
様
式
の
う
ち
「

」
の
「

（
新
設
）

第
２

公
開
買
付
者
の
状
況

１
発
行

」
及
び
「

」
の
記
載
事
項
に
相
当
す
る
事
項

者
の
概
要

２
経
理
の
状
況

が
記
載
さ
れ
た
書
面
（
当
該
公
開
買
付
届
出
書
に
当
該
記
載
事
項
が
記
載

さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

二

外
国
会
社

二

外
国
会
社

イ

前
号
に
掲
げ
る
書
類

イ

前
号
に
掲
げ
る
書
類

ロ

当
該
公
開
買
付
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
当
該
公
開
買
付
届
出
書
を
提
出

ロ

当
該
公
開
買
付
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
当
該
公
開
買
付
届
出
書
を
提
出

し
よ
う
と
す
る
外
国
会
社
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
当
該
外
国
会
社
」

し
よ
う
と
す
る
外
国
会
社
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
当
該
外
国
会
社
」

と
い
う
。
）
の
代
表
者
が
当
該
公
開
買
付
け
に
関
し
正
当
な
権
限
を
有
す

と
い
う
。
）
の
代
表
者
が
当
該
公
開
買
付
け
に
関
し
正
当
な
権
限
を
有
す

る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

ハ

当
該
外
国
会
社
が
、
本
邦
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
、
当
該
公
開
買
付

ハ

当
該
外
国
会
社
が
、
本
邦
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
、
当
該
公
開
買
付

け
に
関
す
る
一
切
の
行
為
に
つ
き
、
当
該
外
国
会
社
を
代
理
す
る
権
限
を

け
に
関
す
る
一
切
の
行
為
に
つ
き
、
当
該
外
国
会
社
を
代
理
す
る
権
限
を

付
与
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

付
与
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

ニ

当
該
公
開
買
付
け
が
適
法
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
公
開
買
付
届
出
書
に

ニ

当
該
公
開
買
付
け
が
適
法
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
公
開
買
付
届
出
書
に

記
載
さ
れ
た
法
令
に
関
す
る
事
項
が
真
実
か
つ
正
確
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

記
載
さ
れ
た
法
令
に
関
す
る
事
項
が
真
実
か
つ
正
確
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
の
法
律
専
門
家
の
法
律
意
見
書

て
の
法
律
専
門
家
の
法
律
意
見
書

ホ

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

ホ

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
許
可
を
受
け
た
こ
と
を

に
よ
る
許
可
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
許
可
を
受
け
た
こ
と
を

証
す
る
書
面

証
す
る
書
面

へ

第
二
号
様
式
の
う
ち
「

」
の
「

（
新
設
）

第
２

公
開
買
付
者
の
状
況

１
発
行

」
及
び
「

」
の
記
載
事
項
に
相
当
す
る
事
項

者
の
概
要

２
経
理
の
状
況

が
記
載
さ
れ
た
書
面
（
当
該
公
開
買
付
届
出
書
に
当
該
記
載
事
項
が
記
載



さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

２

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
が
日
本
語
を
も
っ
て
記
載
し
た
も
の
で
な
い
と

２

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
が
日
本
語
を
も
っ
て
記
載
し
た
も
の
で
な
い
と

き
は
、
そ
の
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
は
、
そ
の
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
開
買
付
説
明
書
の
作
成
等
）

（
公
開
買
付
説
明
書
の
作
成
等
）

第
十
五
条

法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二

第
十
五
条

法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二

十
七
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
公
開
買
付
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
で
内

十
七
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
公
開
買
付
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
で
内

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
事
項
と
す
る
。

一

当
該
公
開
買
付
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

二

公
開
買
付
者
に
係
る
事
業
内
容
の
概
要
及
び
主
要
な
経
営
指
標
等
の
推
移

の
的
確
か
つ
簡
明
な
説
明
（
当
該
公
開
買
付
届
出
書
に
第
二
号
様
式
の
う
ち

第
２

公
開
買
付
者
の
状
況

１
発
行
者
の
概
要

２

「

」
の
「

」
及
び
「

」
の
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

経
理
の
状
況

２

法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条

２

法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条

の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一

当
該
公
開
買
付
け
が
法
第
二
章
の
二
第
二
節
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
公

一

当
該
公
開
買
付
け
が
法
第
二
章
の
二
第
二
節
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
公

開
買
付
け
で
あ
る
旨

開
買
付
け
で
あ
る
旨

二

当
該
公
開
買
付
説
明
書
が
法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い

二

当
該
公
開
買
付
説
明
書
が
法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
公
開
買
付
説
明
書
で
あ
る

て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
公
開
買
付
説
明
書
で
あ
る

旨

旨

３

法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条

３

法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条

の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
開
買
付
説
明
書
を
作
成
す
る
場
合
に
は
、
前
項

の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
開
買
付
説
明
書
を
作
成
す
る
場
合
に
は
、
前
項



各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
公
開
買
付
説
明
書
の
表
紙
又
は
そ
の
他
の

各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
公
開
買
付
説
明
書
の
表
紙
又
は
そ
の
他
の

見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条

４

法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条

の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
開
買
付
説
明
書
を
交
付
す
る
公
開
買
付
者
は
、

の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
開
買
付
説
明
書
を
交
付
す
る
公
開
買
付
者
は
、

上
場
株
券
等
の
売
付
け
等
を
行
お
う
と
す
る
者
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
又
は
同

上
場
株
券
等
の
売
付
け
等
を
行
お
う
と
す
る
者
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
又
は
同

時
に
公
開
買
付
説
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

時
に
公
開
買
付
説
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条

５

法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条

の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
公
開
買
付
説
明
書
を
交
付
し
て
い
る
者
に
対

の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
公
開
買
付
説
明
書
を
交
付
し
て
い
る
者
に
対

し
訂
正
を
し
た
公
開
買
付
説
明
書
を
交
付
す
る
公
開
買
付
者
は
、
当
該
訂
正
の

し
訂
正
を
し
た
公
開
買
付
説
明
書
を
交
付
す
る
公
開
買
付
者
は
、
当
該
訂
正
の

範
囲
が
小
範
囲
に
止
ま
る
場
合
に
は
、
訂
正
の
理
由
、
訂
正
し
た
事
項
及
び
訂

範
囲
が
小
範
囲
に
止
ま
る
場
合
に
は
、
訂
正
の
理
由
、
訂
正
し
た
事
項
及
び
訂

正
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
を
作
成
し
、
当
該
書
面
を
交
付
す
る
方
法
に
よ

正
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
を
作
成
し
、
当
該
書
面
を
交
付
す
る
方
法
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。
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第二号様式 

【表紙】 

【提出書類】            公開買付届出書 

（略） 

第１ （略） 

第２【公開買付者の状況】 

１【発行者の概要】（13） 

（１）【発行者の沿革】 

（２）【発行者の目的及び事業の内容】 

（３）【資本金の額及び発行済株式の総数】 

２【経理の状況】（14） 

（１）【貸借対照表】 

（２）【損益計算書】 

（３）【株主資本等変動計算書】 

３【株価の状況】（15） 

金融商品取引所名又は認可金融
商品取引業協会名 

 

月別        

最高株価        

最低株価        

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 発 行 者 に よ る 上 場 株 券 等 の 公 開 買 付 け の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 平 六 年 大 蔵 省 令 第 九 五 号 ） （ 第 五 条 関 係 ） 



名称 

（所在地） 

（記載上の注意） 

（１）～（15） （略） 

（16）  継続開示会社たる公開買付者に関する事項 

ａ 「１ 発行者の概要」及び「２ 経理の状況」を記載した場合には、「４ 継続開示会

社たる公開買付者に関する事項」の記載を要しない。 

ｂ 公開買付者が継続開示会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第１条第28号に規定

する継続開示会社をいう。）である場合には、「１ 発行者の概要」及び「２ 経理の状

況」に代えて、「４ 継続開示会社たる公開買付者に関する事項」を記載することができ

る。 

（17） 発行者が提出した書類 

ａ 届出書の提出日において既に提出されている発行者の直近の有価証券報告書及びその

添付書類並びにその提出以後に提出される四半期報告書（当該四半期報告書が複数ある

ときは、その直近のものをいう。）及び半期報告書並びにこれらの訂正報告書について

記載すること。 

ｂ 公開買付期間中に、有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書が提出される予定

である場合には、その旨（当該有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書の提出予

定時期が記載できる場合には当該提出予定時期を含む。）記載すること。 

ｃ 「③ 訂正報告書」については、当該訂正報告書が、いずれの書類の訂正報告書であ

るのかを付記すること。 

 

 

（記載上の注意） 

（１）～（15） （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

  


